
指定取り消し等が 2,415 件、制度の抜本見直しは緊急の課題 

      2012 年｢公の施設の指定管理者制度の導入状況調査結果｣ 

2013 年４月 角田英昭（神奈川自治体問題研究所） 

 

総務省は 2012 年 11 月 6 日、「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果｣(2012 年 4

月現在)を発表した。これは同省が 2004 年と 2006 年、2009 年に実施した概ね 3年ごとの本格的な調査

に続くもので、その概要は下記の通りである。 

最大の問題は、指定取り消し、業務停止、期間満了取り止め(以下｢指定取り消し等｣)が、激増した

前回調査(34→2100)よりもさらに増え 2,415 件になったことである。制度の創設以来 9 年間で 4,549

件にもなり、その結果、住民の福祉の向上を図るために設置された公の施設の多くが休止・廃止、民

間譲渡等に追い込まれている。総務省は｢制度は着実に定着している｣と評価しているが、この実態は

公的制度として前代未聞のことであり、制度の廃止を含む抜本見直しは緊急の課題である。  

 

●表１ 指定管理者制度の導入状況調査結果の概要 

            2006 年 9 月      2009 年 4 月    2012 年 4 月    増減(*) 

  導入施設数      61,565       70,022      73,476        ＋11,911 

  管理者別内訳 

株式会社      6,762(11,0％)   10,375(14,8％)  12,799(17,4％)   ＋6,037 

  財団・社団法人  22,264(36,2％)   19,275(27,5％)  19,385(26,4％)   △2,879 

    公共団体         331( 0,5％)       434( 0,6％)      275( 0,4％)      △56 

  公共的団体     27,718(45,0％)  29,824(42,6％)  29,432(40,0％)   ＋1,714 

  ＮＰＯ       1,043( 1,7％)   2,311( 3,3％)   2,836( 3,9％)  ＋1,793 

   その他       3,447( 5,6％)   7,803(11,1％)  8,749(11,9％)   ＋5,302 

   従前の管理受託者・指定管理者が引き続き指定管理者になった施設数 

   全 体      48,001(78,0％)  50,690(72,4％)  57,898(78,8％)  ＋9,897 

導入前管理状況 

  指定管理者      ―       31,481(45,0％)  60,017(81,7％)  ＋28,536 

  旧管理委託制度  53,421(86,8％)  26,157(37,4％)    5,142( 7,0％)  △48,279 

  直 営       6,753(11,0％)  10,462(14,9％)  6,315( 8,6％)     △438 

  新 設       1,391( 2,3％)   1,922( 2,7％)  2,002( 2,7％)     ＋611 

  公募状況(括弧内は各自治体区分別等の公募の割合) 

  都道府県      3,625(51,2％)    3,982(57,9％)  4,544(63,8％)     ＋919 

  指定都市       2,704(48,8％)    3,532(55,8％)  4,833(63,3％)   ＋2,129 

  市区町村      11,584(23,7％)   20,478(36,0％)  22,837(38,9％)  ＋11,253 

  全 体       17,913(29,1％)   27,992(40,0％)  32,214(43,8％)  ＋14,301 

  指 定 期 間 

  ２年以下      4,915( 8,0％)   2,078( 3,0％)   3,356( 4,6％)   △1,559 

  ３年           29,139(47,3％)  22,844(32,6％)  16,389(22,3％) △12,750 

  ４年            5,681( 9,2％)   7,305(10,4％)   7,442(10,1％)   ＋1,761 

  ５年           17,813(28,9％)   33,141(47,3％)  41,132(56,0％)  ＋23,319 

  ６～９年          530( 0,9％)     709( 1,1％)    897( 1,2％)     ＋367 

  １０年以上        3,487( 5,7％)    3,945( 5,6％)  4,260( 5,8％)     ＋773 

  指定取り消し等の状況(施設数) 

   全 体       34(*)       2100       2,415    計 4,549 

＊増減は、今回の調査結果と 2006 年 9 月現在の数値との増減である。 

＊指定取り消し等は、2006 年 9 月の調査では業務停止、指定管理の取り止めはとっていない。 

＊2004 年調査は、施行後 9 か月時点、経過措置期間中のもので該当施設も 1,550 施設と少ないため省略。 



１．全体的な状況 

（１）導入施設数は、前回の 70,022 から 3,454 増え 73,476 になった。自治体区分別では、都道府県

が 7,123（＋241，3,5％増)、指定都市が 7,641（＋1,314,21％増)、市区町村が 58,712（＋1,899，

3,3％増)で、指定都市での伸び率が高い。 

（２）指定管理者別では、公共的団体(40％)が最も多く、次いで財団・社団法人(26％)、株式会社(17％)

となっている。公共的団体、財団・社団法人の比率は前回より若干減少している。これは同団体

の再編・統合が進んでいるためと思われる。その一方、株式会社は着実に増え、件数は前回比で

23％増である。ＮＰＯも件数は少ないが 23％増となっている。 

（３）この 3年間に新規導入された施設数は、前回調査時からの増加分 3,454 に指定取消し等の 2,415

から再指定分を除いた分を加えた数と考えられ、それから推定すると 5,532 になる。件数、伸び

率は減少しているが、相変わらず多くの施設に導入されている。 

（４）公の施設への導入率は、都道府県分のみ公表されており 61％(7,123/11,624)、公営住宅を除く

と 50％(2,352/4,699)である。指定都市、市区町村、施設種類別にも導入状況の把握が必要であり、

それにより自治体の運用方針が明らかになる。 

（５）公募は 32,214(44％)と前回調査時より件数、率とも若干増えている。自治体区分別では都道府

県、指定都市は 63％と高いが、市区町村は 39％と低い。それは小規模市町村の場合、参入事業者

(応募者)が少ない、限定されるためと思われる。選定基準の内容では、｢施設のサービス向上｣

(95％)、｢団体の業務執行能力｣(94％)、｢管理経費の節減｣(92％)となっており、前 2 項目は基本

要件であり、現実的には管理経費の縮減が重視されている。 

（６）従前の管理受託者・指定管理者が引き続き指定管理者になった施設数は 57,898(79％)で、件数、

率とも若干増えている。都道府県、市区町村は約 8割と高いが、指定都市は 66％と若干低い。 

（７）指定期間は、5 年が 41,132(56％)で最も多く前回比＋7991(24％増)、3 年は 16,389(22％)で前

回比－6455(28％減)、件数、率とも大幅に減少している。6～9年、10 年以上も件数、率とも若干

増えており、指定期間は全体的に長くなっている。 

（８）選定基準、選定手続き、選定理由の公表については、相変わらず 50％前後と低く、手続き的な

民主主義、透明性の確保が求められる。 

（９）労働法令の遵守、雇用・労働条件への配慮規定の提示では、全体では 61％、都道府県は 85％、

指定都市は 84％と高いが、市区町村は 55％と低い。 

  なお、今回の調査項目は、2010 年 12 月の総務省自治行政局長通知等を踏まえて、指定期間の変更 

状況、選定基準、リスク分担、労働法令・雇用等の遵守・配慮規定等が追加され、調査結果も指定 

取消し等の個別事例も公表されるなど改善されており、評価できる。 

 

２．指定取り消し等の状況 

（１）指定取り消し等の自治体区分、施設種別、指定管理者別の状況 

指定取り消し等の件数は、前回調査時(2100 件)より 315 も増え 2,415 件になっている。自治体区分

別にみると、都道府県が 607 件(＋288、90％増)、市区町村が 1,724 件(＋361、26％増)に増え、指定

都市は 84 件(－334、80％減)と減になっている。都道府県の大幅増は、指定管理者(団体)の合併・解

散(再編)、施設の民間譲渡等の増加によるもので、指定都市の大幅減は公営住宅の管理代行制度への

移行分の減少(期間満了取り止め 344→0)等によるものである。 

施設分野別では、文化教育施設が 474 件(＋199、72％増)、産業振興施設が 318 件(＋101、47％増)、

社会福祉施設が 503 件(＋122、32％増)、レク・スポーツ施設が 471 件(＋91、24％増)と増え、基盤施

設は 649 件(－198、23％減)と減になっている。文化教育施設の大幅増の理由は、民間譲渡、休止・廃

止等の増加によるものである。基盤施設の大幅減は、公営住宅の管理代行制度への移行減(588→296)

に伴うものである。 

指定管理者別では、公共的団体が 1,028 件(＋302、42％増)、株式会社が 299 件(＋65、28％増)、NPO

が 46 件(＋21、80％増)と増え、財団・社団法人は 789 件(－9、1％減)、公共団体は 19 件(－8、30％

減)と減になっている。公共的団体が引き続き多いのは、人的、経営的基盤の弱い団体が多いためと思

われるが、自治体の制度運用、管理者の選考のあり方も問われる。 

 



●表２ 指定取り消し等の状況(1)～自治体区分別 

      指定の取消し   業務の停止   指定管理の取り止め     合 計  

調査年  2009 年 2012 年 2009 年 2012 年  2009 年 2012 年    2009 年   2012 年 

都道府県   10    153    0     7     309   447    319(15%)   607(25%) 

指定都市   40     43    0     0        378      41      418(20%)    84( 4%) 

市区町村   622      635      8     44        733    1,045    1,363(65%) 1,724(71%) 

  計     672      831      8       51      1,420    1,533      2,100      2,415 

 

●表３ 指定取り消し等の状況(2)～施設種別別 

   社会福祉施設  文化教育施設  レク･スポーツ施設  産業振興施設  基盤施設    合計 

調査年 2009 2012  2009   2012   2009   2012   2009  2012  2009  2012 2009  2012 

件数   381   503    275    474    380    471    217   318    847   649  2100  2415 

 

●表４ 指定取り消し等の状況(3)～指定管理者別 

   株式会社   財団・社団等    公共団体   公共的団体    ＮＰО     その他      合 計 

調査年 2009 2012 2009  2012  2009  2012  2009  2012 2009 2012 2009  2012  2009  2012 

件数   234  299   798   789    27   19   726  1028    25   46  290   234  2100  2415 

 

（２）指定取り消し等の理由とその後の管理の状況 

指定取り消し等の理由では、施設の休止・廃止が 509(21％)と最も多く、次が民間譲渡等の 473(20％)

で、両方で 982 になり 4 割を超える。ここに自治体側の意図、思惑が端的に表れている。さらに指定

管理者の合併・解散が 268(11％)、経営困難、業務不履行、不正も 196(8％)あり、これらの理由を合

わせると約 6割にもなる。その結果、直営(業務委託も含む)に戻す施設も 632(26％)あるが、統合・廃

止、休止、民間譲渡・貸与等となった施設は、その倍近くの 1,150(48％)にもなる。再指定は 337(13％)

と少ない。 

●表５ 指定取り消し等の理由 

        都道府県     指定都市     市区町村        計 

調 査 年   2009 年  2012 年 2009 年 2012 年  2009 年  2012 年   2009 年     2012 年 

経営困難等     ３    ７   31   ４    274   185  308(14,7%)   196(8,1%) 

合併・解散    ６    127   ２    ５    149   136  157(7,5%)   268(11,1%)  

休止・廃止   24    65   40    37    202   407  266(12,7%)   509(21,1%) 

民間譲渡等     33    67   １    22    243   384  277(13,2%)   473(19,6%) 

 費用対効果等   ４    ４   ０   ２    359   381  363(17,3%)   387(16,0%) 

 管理代行制度  244   296   344    ０     ０   ０  588(28,0%)   296(12,2%) 

その他       ５    41   ０   14    136   231  141(6,7%)   286(11,8%) 

合 計      319      607     418      84     1,363    1,724     2,100        2,415 

＊経営困難等には、指定管理者の業務不履行、不正事件も含む。合併・解散は、指定管理者の合併・解散等である。 

民間譲渡等には民間貸与も含む。費用対効果等は、費用対効果・サービス水準の検証の結果である。 

 

●表６ 指定取り消し等の後の管理 

        都道府県     指定都市     市区町村        計 

調 査 年   2009 年  2012 年 2009 年 2012 年  2009 年  2012 年   2009 年     2012 年 

直営･業務委託    16    35   ５   16    551   581  572(27,2%)   632(26,2%) 

休 止        49    10   39    ８    355   170  443(21,1%)   188(7,8%) 

統廃合･譲渡等    ４      134      ２      52       154     776    160(7,6%)    962(39,8%) 

再 指 定       １   132   28    ８    293   197  322(15,3%)   337(13,9%) 

 管理代行制度  244   296   344     0      0    0  588(28,0%)   296(12,2%) 

その他       ５     0    0    0     10     0   15(0,7%)     0(0%) 

合 計      319      607     418      84     1,363    1,724     2,100        2,415 



＊統廃合・譲渡等には、施設の統合、廃止、民間等への譲渡・貸与を含む。再指定には、直営の後の再指定も含む。 

＊管理代行制度とは、公営住宅の目的、趣旨、運用の基本方針などを踏まえ、公営住宅法を改正し、管理者を地方 

公共団体と地方住宅供給公社に限定し、管理を代行させる制度である。2006 年 4 月に施行された。 

 

（３）社会福祉施設、文化教育施設の状況 

では、住民に身近な社会福祉施設、文化教育施設では、どのような状況になっているのか。 

まず、指定取り消し等の理由では、施設の民間譲渡等が 165(33％)、175(37％)と最も多く、次いで

施設の休止・廃止が 149(30％)、108(23％)で、指定管理者の合併・解散、経営困難等を合わせると社

会福祉施設は 70％、文化教育施設は 69％にもなる。 

その結果、直営(業務委託も含む)に戻す施設は社会福祉施設、文化教育施設で 114(23％)、138(29％)

あるが、統合・廃止、休止、民間譲渡・貸与等となった施設は、それぞれ 355(71％)、308(65％)にも

なる。再指定はわずか 34(6,7％)、28(5,9％)で、再度指定管理者制度を適用すると言う選択肢、考え

は殆どない。 

 

●表７ 指定取り消し等の理由(2012 年)～社会福祉施設 

          経営困難  合併･解散  休止･廃止  民間譲渡等 費用対効果  その他     計 

指定取り消し  12(8,6%)     8(5,7%)    45(32,1%)   40(28,6%)   2(1,4%)   33(23,6%)    140 

業 務 停 止       0           0          0           0          0      3(100%)      3 

指定取り止め    4(1,1%)    12(3,3%)   104(28,9%)  125(34,7%)  81(22,5%)  34(9,4%)     360 

計       16(3,2%)    20(4,0%)  149(29,6%)  165(32,8%) 83(16,5%)  70(13,9%)   503 

 

●表８ 指定取り消し等の理由(2012 年) ～文化教育施設 

          経営困難  合併･解散  休止･廃止  民間譲渡等 費用対効果  その他     計 

指定取り消し  19(12,0%)  12(7,6%)   52(32,9%)   61(38,6%)   4(2,5%)   10(6,3%)    158 

業 務 停 止       0           0          0           0          0       3(100%)      3 

指定取り止め    5(1,6%)    8(2,6%)   56(17,9%)   119(38,0%) 90(28,7%)  35(11,2%)   313 

計       24(5,1%)    20(4,2%)  108(22,8%)  175(36,9%) 94(19,8%)  53(11,2%)   474 

 

●表９ 指定取り消し等の後の管理(2012 年) 

           直営・業務委託    休止    統合･廃止･民間譲渡等   再指定     計  

 社会福祉施設  114(22,7%)     18(3,6%)       337(67,0%)        34(6,7%)    503 

 文化教育施設    138(29,1%)     26(5,5%)       282(59,5%)        28(5,9%)    474 

    計     252(25,8%)     44(4,5%)       619(63,4%)        62(6,3%)    977 

 

 

以上が、この間の調査結果から明らかになった指定管理者制度の導入実態である。総務省も 2 度に

わたって是正通知を出しているが、改まるどころか更にひどくなっている。制度を主導してきた総務

省の責任も大きいが、自治体側の姿勢、制度運用、参入団体・事業者のモラル、経営実態が厳しく問

われる。端的に言えば指定管理者制度は事実上破綻しており、実態的には行政による公の施設の仕分

け、再編・整理の便宜的な手法になっている。 

こうした事実を利用者・住民、議員、関係団体に知らせ、世論を喚起し、適用施設の限定、制度廃

止も含めた抜本見直しを進めていくことは緊急の課題である。早急に運動を強めていきたい。 

なお、制度全般の検証と社会福祉施設、文化教育施設の適用除外に向けた法改正の提案(個別法で管

理主体を明記し、自治体の管理(業務委託も含む)に戻す)等については、拙著「今こそ指定管理者制度

の抜本見直しを～制度運用の検証と法改正向けた提言」(2011 年 3 月・神奈川自治体問題研究所)をお

読みいただきたい。 


